
船舶事故調査報告書 

令和７年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年７月７日 ０６時０２分ごろ 

発生場所 広島県江田島
え た じ ま

市絵
え

ノ島南方沖 

 安芸
あ き

絵ノ島灯台から真方位１６７°３７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１７.３′ 東経１３２°２１.８′） 

事故の概要 瀬渡船めばる丸は、西南西進中、干出岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年８月１５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

瀬渡船 めばる丸、２.２トン 

 ＨＳ３－４３７２９（漁船登録番号）、個人所有 

 第２６０－４７４９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、プロペラ先端部に欠損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約１７７cm（広島） 

日出時刻：０５時０４分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客１０人を乗せ、瀬渡しの目

的で、広島湾内の各島に向けて広島市西区草津
く さ つ

漁港を出航した。 

船長は、操縦区画で立って操船に当たり、ＧＰＳプロッターを作動

させ、複数の島が画面上に表示される広域表示とし、約１５ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、本船を航行させた。 

船長は、広島市南区弁天
べんてん

島で釣り客５人を降ろし、残りの釣り客を

絵ノ島西岸の磯に降ろす目的で、絵ノ島へ向けて操船を続けた。 

船長は、本船が絵ノ島南方沖を西南西進中、同島南方沖に干出岩

（以下「本件干出岩」という。）があることを知っていたので、約５

kn に減速し、本件干出岩の南方沖を通って絵ノ島南西方沖の磯へ航行

しようとしていたところ、本船が本件干出岩に乗り揚げた。 

船長は、釣り客のけがの有無及び本船の損傷状況を確認した後、 

１１８番通報を行い、その後、遊漁船仲間である友人に救助を依頼し

た。 

本船は、来援した友人の漁船により引き出された後、釣り客５人を

乗せた状態で自力航行し、草津漁港に帰航した。 

船長は、弁天島で降ろした釣り客５人の移動について、遊漁船仲間

に移送を依頼し、釣り客５人は、釣りを終えた後、他の遊漁船で草津

漁港に戻った。 



 

  

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

船長は、絵ノ島付近に釣り客を乗せて航行した経験が幾度もあった

ので、本件干出岩の存在は知っていた。 

船長は、本事故当時、本件干出岩が海面下にあり、目視で確認でき

ないことは分かっていたが、慣れた海域で干出岩の概位は把握してい

るつもりであったので、目測で把握した自船と絵ノ島南端との距離を

基に、本件干出岩の概位を目視で推測しながら航行を続け、ＧＰＳプ

ロッターで本件干出岩の正確な位置を確認しなかった。 

本船に搭載しているＧＰＳプロッターは、拡大表示にすると本件干

出岩を表示できるものであったが、船長は、慣れた海域ではふだんか

ら目視による船位の確認を行っており、本事故時もＧＰＳプロッター

を確認していなかった。 

海図Ｗ１１１２Ｂ（広島港西部）には、本件干出岩が記載されてい

た。 

船長及び釣り客は、全員が救命胴衣を着用していた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  本船は、絵ノ島東方沖を西南西進中、本件干出岩が海面下にあり目

視で確認できない状況下、船長が、目視のみで船位を把握し、ＧＰＳ

プロッターによる船位の確認を適切に行わなかったことから、本件干

出岩に接近していることに気付かず、本件干出岩に乗り揚げたものと

考えられる。 

船長は、出航時からＧＰＳプロッターを起動していたものの、ふだ

んから慣れた海域では目視のみで船位を確認していたことから、本事

故時もＧＰＳプロッターによる船位の確認を行わなかったものと考え

られる。 

原因 本事故は、本船が、絵ノ島東方沖を西南西進中、本件干出岩が海面

下にあり目視で確認できない状況下、船長が、慣れた海域であったの

で目視のみに頼り、ＧＰＳプロッターによる船位の確認を適切に行わ

なかったため、本件干出岩に接近していることに気付かず、本件干出

岩に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、干出岩など険礁域が存在する海域を航行する場合、目視

に加えてＧＰＳプロッター等の航海計器を有効に活用し、自船の

船位を確認すること。 



付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和６年７月７日 

０６時０２分ごろ発生） 

安芸絵ノ島灯台 

絵ノ島 

本船の航行ルート 

厳島 

弁天島 
本船の航行ルート 

大奈佐美島 

船長が想定して

いたルート 

草津漁港 


